
鳥取市選挙啓発団体育成事業補助金交付要綱 

 

（趣旨） 

第１条 この要綱は、鳥取市選挙啓発団体育成事業補助金（以下「本補助金」

という。）について、鳥取市補助金等交付規則（昭和４２年鳥取市規則第１

１号。以下「規則」という。）に定めるもののほか、必要な事項を定めるも

のとする。 

（交付目的） 

第２条 本補助金は、公職選挙法（昭和２５年法律第１００号）第６条による

選挙啓発を強化するため、鳥取市明るい選挙推進協議会（以下「協議会」と

いう。）に対し育成補助を行うことにより、行政及び民間が一体となった選

挙啓発運動を展開し、もって鳥取市における明るい選挙が推進されることを

目的として交付する。 

（補助対象者） 

第３条 本補助金の交付の対象となる者は、協議会とする。 

（補助対象経費） 

第４条 本補助金の交付の対象となる経費（以下「補助対象経費」という。）

は、協議会の活動及び運営に要する経費のうち、次に掲げるものとする。 

⑴ 総会、幹事会その他の協議会の会議に係る協議会の委員の出席に対する

報償費（１日につき２，０００円を限度とする。）並びに会場及び機器機

材の借上げ料 

⑵ 総会、幹事会その他の協議会の会議と同時に実施される講演会等に係る

講師に対する謝金、旅費その他の必要な経費 

⑶ 鳥取県明るい選挙推進協議会連合会への負担金 

⑷ 協議会の運営に必要な消耗品費、通信運搬費その他の事務費 

（補助金の算定） 

第５条 本補助金は、補助対象経費に１０分の１０を乗じて得た額以内で算定

し、予算の範囲内で交付する。 

（交付申請） 

第６条 規則第４条に規定する交付申請書に添付すべき同条第１号及び第２

号に掲げる書類は、事業計画（報告）書（様式第１号）及び収支予算（決算）

書（様式第２号）によるものとする。 

（概算払い） 

第７条 規則第１１条第１項ただし書の規定に基づき、本補助金は、概算払い

により交付できるものとする。 

（承認を要しない変更） 

第８条 規則第９条第１項の市長が別に定める変更は、次に掲げるもの以外の

変更とする。 



(１)本補助金の増額 

(２)本補助金の２割を超える減額 

（着手届を要しない場合） 

第９条 本補助金の交付に係る事業は、規則第１０条第１項第３号の市長が別

に定める場合とし、着手届の提出を要しないものとする。 

（実績報告） 

第１０条 規則第１２条に規定する実績報告書に添付すべき同条第１号及び

第２号に掲げる書類は、事業計画（報告）書（様式第１号）及び収支予算（決

算）書（様式第２号）によるものとする。 

（雑則） 

第１１条 この要綱に定めるもののほか、本補助金について必要な事項は、市

長が別に定める。 

   附 則 

 （施行期日） 

１ この要綱は、平成２０年４月１日から施行する。 

 （選挙啓発団体助成事業補助金交付要綱の廃止） 

２ 選挙啓発団体助成事業補助金交付要綱（平成１２年５月１６日制定）は、

廃止する。 

   附 則 

この要綱は、令和３年４月１日から施行する。 



様式第１号（第６条、第１０条関係） 

 

事業計画（報告）書 

 

事業計画（実績） 

事 業 名 計画（実績）内容 

 

 

※ 事業計画（実績）のわかる資料があれば添付してください。 

 



様式第２号（第６条、第１０条関係） 

 

収支予算（決算）書 

 

１ 収入の部                         （単位：円） 

費 目 金 額（円） 内   訳 

   

合 計   

 

２ 支出の部                         （単位：円） 

費 目 金 額（円） 内   訳 

   

合   計      

 


